
東京ホッケー協会第 1回理事会議事録

日時 :平成 29年 4月 8日 lILn 10:Oo 12:00

場所 :品川総合体育館会議室

出席者 :(理勤 不日田明仁、一川邦彦、河原茂光、正田実、林正巳、菅野芳哉、青木剛、

鍋田茂子、三宅正美、右川誠治、(監事)箸本明雄、小池文彦

10名 中 10名の理事の出席があり、本理事会は定足数を満たし、開催された。

譲 :

【承認事項】

1.2016年第 13回 T融 理事会議事録

異議なく承認された。

2.硼 正会員承認について

これまでに55チームが■■正会員登録をしている。内訳は昨年度登録 52チームのう

ち51チーム及び新規登録 4チームである。来る総会には昨年度登録 52チーム+新規登

録 4チームの56チームに議決権を与える事とした

3.理 工会員候補者について

搬 規約により総会でェ捜正会員を選任する事が定められている。ЛA定款により期

末時点の登録チーム数を8で除した商を繰り上げ、正会員とする事となっている。H28

年度末のTHAチーム登録数は 52であることから、7名の■■正会員を選任する。Tmの
状況を把握しているとの観点から理事で、理 総会当日に出席可能な者を候補とするこ

ととした。

4.厖8年度決算について

鍋田理事より決算の概要の説明があり、監事監杏を受け、会員に議案として送付する

事とした。

5.馳 規ヽ約の一部改定について

前述の決算説明を受け、鶴 のヽ財政状態はほぼ安定したこと、また、今後広く会員か

ら理事を求めるにあたり、負担金の障壁を下げる必要があるとの意見から、理事負担金

を廃止する事を総会に提案する。具体的には定款附則の廃止を提案する事とした。
6.動生委員 (ス タッフ)承認について

本日の理事会までに委員 (ス タッフ)に申し込みのあった方を審議のうえ承認した。

7.総会付議議案及び議案書送付について

これまでの議論を踏まえ、下記の項目で付議議案書をまとめる事とした。

(承認事Q
① H28年度事業報告並びに比は年度決算書

② 規約の一部改定 (附則の廃止)

③ 公益社団法人日本ホッケー協会正会員の選任

(報告朝

④ H29年度事業計画及び盤9年度予算案

⑤ その他 (法ノヘ、化の進捗状況等)

総会議案の送付は規約に基づき、4月 14日 に今T会員に送付する事とした。



8.関東ホッケー協会決算 (案)他について

H27・ 28年度は勁生が幹事協会として会長 。事務局を担ってきた 4月 15日 に関東協

会理事会を東京で開催し、次期幹事協会の栃木協会に引き継Q理 事会において、THA

よりH28年度事業報告並びに決算報告を行う。
9.駒沢実行委員会 (仮称)の設置について

本理事会で委員に承認された下平氏を加え駒沢実行委員会を立ち上げることを決定

した。下平氏には今秋からの駒沢での大会・イベントの計画立案をお願いする事とした。
10.国体強化・ジュニア育成事業について

国体強化委員会の強化計画ならびに予算支出予定について基本方針の提案があった。

【報告事項】
1.力A競麟る輩ヨ動 について

隅 による登録が実施され、競技役員 (含む審判)56名 の登録を完了した。
2.巴9年度都体協交付金について

H29年度都体協交付金はほぼ前年通りであるが、国体強化事業が20万円ほど減額され

た。これは最近 5年間の国体成績から基準に従い計算されたものである。

3.H29年度品川区 。大田区体験ホッケー教室等の実施について

品川区 。大田区共にI128年度よりさらに多くのイベントを企画している。小・中学校
の体験教室は、平日開催も計画されており、対応に多方面の援助が必要である。

4.品川ジュニアチームの発足について

品川区の肝入りで日野学園を中心に「メトロ東京」の支援を得て「品川 2020」 チーム

が結成された。

【協議事項】

1.法人化の取進めについて

これまで法人化については財務状況、実務体制の′点からその移行時期が議論されてき

た。本理事会では下記の視点からも議論が進められ、かなり深化したと考える。
・法人設立には「対象者」「目的」「 (法人化による)効果」の明曜 ヒが重要。
・特に「公益性」「共益性」の考え方で法人の種別が変わるのではなかろう力Ъ
・都道府県協会と種別競技団体の関係並びに競技役員の位置付けはどうあるべき力、

その中で、「一般社団法人鶴へ」との一体化を図れる手段はないだろう力、

次回は 5月 13日 (土)を予定している。

上記決議を確証するため、本議事録が作成され、会長及び冨J会長が署名捺印した。

平成 29年 5月 13日

東京ホッケー協会

会長

昌1会長

=川 邦彦


